
岩手県企業局管理規程第６号 

 企業局契約規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和６年３月29日 

岩手県企業局長 中 里 裕 美  

   企業局契約規程の一部を改正する規程 

 企業局契約規程（平成６年岩手県企業局管理規程第14号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （一般競争入札の入札保証金） 

第６条 ［略］ 

２ 地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第21条の

15の入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積も

る入札金額の100分の３以上の額とする。ただし、単価によ

り入札を行う場合の入札保証金の額は、契約担当者が定めた

額以上の額とする。 

 （一般競争入札の入札保証金） 

第６条 ［略］ 

２ 地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）第21条の

14の入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積も

る入札金額の100分の３以上の額とする。ただし、単価によ

り入札を行う場合の入札保証金の額は、契約担当者が定めた

額以上の額とする。 

 （随意契約によることができる額） 

第16条 地方公営企業法施行令第21条の14第１項第１号の管理

規程で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ

、同表の右欄に定める額とする。 

 （随意契約によることができる額） 

第16条 地方公営企業法施行令第21条の13第１項第１号の管理

規程で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ

、同表の右欄に定める額とする。 

  ［略］    ［略］  

 （特定の随意契約に係る手続） 

第16条の２ 契約担当者は、地方公営企業法施行令第21条の14

第１項第３号又は第４号の規定に基づき随意契約により物品

等を調達しようとするときは、あらかじめ発注見通しを公表

するものとする。 

２ ［略］ 

 （特定の随意契約に係る手続） 

第16条の２ 契約担当者は、地方公営企業法施行令第21条の13

第１項第３号又は第４号の規定に基づき随意契約により物品

等を調達しようとするときは、あらかじめ発注見通しを公表

するものとする。 

２ ［略］ 

 （契約保証金） 

第21条 ［略］ 

２ 地方公営企業法施行令第21条の15の契約保証金の額は、契

約金額の100分の５以上の額とする。ただし、単価により契

約を締結する場合の契約保証金の額は、契約担当者が定めた

額以上の額とする。 

 （契約保証金） 

第21条 ［略］ 

２ 地方公営企業法施行令第21条の14の契約保証金の額は、契

約金額の100分の５以上の額とする。ただし、単価により契

約を締結する場合の契約保証金の額は、契約担当者が定めた

額以上の額とする。 

 （検査調書の作成） 

第25条の２ ［略］ 

２ 検査員は、第20条第１項の規定に基づき契約書が省略され

た場合（同条第２項の規定により、請書その他これに準ずる

書面を徴した場合を除く。）は、前項の規定にかかわらず、

当該契約に係る決裁書に当該検査員の検査済の表示をし、認

印を押すことにより、検査に関する調書に代えることができ

る。 

 （検査調書の作成） 

第25条の２ ［略］ 

２ 検査員は、第20条第１項の規定に基づき契約書が省略され

た場合（同条第２項の規定により、請書その他これに準ずる

書面を徴した場合を除く。）は、前項の規定にかかわらず、

当該契約に係る決裁書に当該検査員が記名及び検査済の表示

をすることにより、検査に関する調書に代えることができる

。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 



   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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